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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
案

（
衆
第
一
九
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
政
府
が
管
掌
す
る
厚
生
年
金
保
険
事
業
及
び
国
民
年
金
事
業
に
お
け
る
被
保
険
者
等
に
関
す
る
年
金
記
録
の

管
理
の
不
備
に
起
因
し
た
様
々
な
問
題
の
重
大
性
及
び
こ
れ
ら
の
問
題
に
緊
急
に
対
処
す
る
必
要
性
に
か
ん
が
み
、
か
つ
、
公

的
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
速
や
か
に
回
復
す
る
た
め
、
年
金
記
録
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
上
で
年
金
給
付
等
を
受
け

る
権
利
に
係
る
裁
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
適
正
な
年
金
記
録
に
基
づ
い
て
裁
定
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
支
払
う
こ
と
と
さ

れ
た
日
よ
り
も
大
幅
に
遅
延
し
て
支
払
わ
れ
る
年
金
給
付
等
の
額
に
つ
い
て
、
そ
の
現
在
価
値
に
見
合
う
額
と
な
る
よ
う
に
す

る
た
め
の
加
算
金
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

特
別
加
算
金
の
支
給

１

保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
の
支
給

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者
等
に
つ
い
て
、
年
金
記
録
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
上
で
こ
の
法
律
の

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
当
該
受
給
権
に
係
る
裁
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
裁
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定
に
よ
る
当
該
年
金
記
録
の
訂
正
に
係
る
受
給
権
に
基
づ
き
支
払
う
も
の
と
さ
れ
る
保
険
給
付
（
厚
生
年
金
保
険
の
保
険

給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
時
効
特
例
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ

り
支
払
う
も
の
と
さ
れ
る
保
険
給
付
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
保
険
給
付
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

。
）
の
全
額
を
基
礎
と
し
て
、
受
給
権
を
取
得
し
た
日
に
適
正
な
年
金
記
録
に
基
づ
い
て
裁
定
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
支
払

わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
日
か
ら
当
該
保
険
給
付
を
支
払
う
こ
と
と
す
る
日
ま
で
の
間
の
物
価
の
状
況
を
勘
案
し
て
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
以
下
「
保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
保
険
給
付
を
支
払

う
こ
と
と
さ
れ
る
者
に
対
し
支
給
す
る
。

２

給
付
遅
延
特
別
加
算
金
の
支
給

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
国
民
年
金
の
受
給
権
者
等
に
つ
い
て
、
年
金
記
録
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
上
で
施
行
日
以
後
に
当

該
受
給
権
に
係
る
裁
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
裁
定
に
よ
る
当
該
年
金
記
録
の
訂
正
に
係
る
受
給
権
に
基

づ
き
支
払
う
も
の
と
さ
れ
る
給
付
（
時
効
特
例
法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
さ
れ
る
給
付
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給

付
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
額
を
基
礎
と
し
て
、
受
給
権
を
取
得
し
た
日
に
適
正
な
年

金
記
録
に
基
づ
い
て
裁
定
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
日
か
ら
当
該
給
付
を
支
払
う
こ
と
と
す
る
日
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ま
で
の
間
の
物
価
の
状
況
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
以
下
「
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
」

と
い
う
。
）
を
、
当
該
給
付
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
る
者
に
対
し
支
給
す
る
。

二

費
用

保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
及
び
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
年
金
保
険
事
業
に

要
す
る
費
用
及
び
国
民
年
金
事
業
に
要
す
る
費
用
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

三

施
行
期
日
等

１

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
及
び
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置



保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
及
び
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
は
、
施
行
日
前
に
一
の
１
又
は
２
の
裁
定
が
行
わ
れ
た
者

に
対
し
て
も
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
施
行
日
前
に
当
該
保
険
給
付
又
は
当
該
給
付
を
支
払
わ
れ
た
者
に
対
す
る
保
険
給

付
遅
延
特
別
加
算
金
又
は
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
の
支
給
は
、
当
該
者
の
請
求
に
よ
り
行
う
。




の
た
だ
し
書
の
請
求
は
、
施
行
日
か
ら
五
年
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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四

年
金
給
付
の
支
給
に
係
る
業
務
に
係
る
体
制
の
整
備

国
は
、
適
正
な
年
金
記
録
に
基
づ
く
年
金
給
付
の
支
給
に
係
る
業
務
が
円
滑
か
つ
迅
速
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
、
当
該
業
務

に
従
事
す
る
人
材
の
確
保
そ
の
他
必
要
な
体
制
の
整
備
を
図
る
も
の
と
す
る
。


